
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年３月作成 

（令和７年１１月更新） 

相模原市  

令和６年能登半島地震 

被災者支援メニュー（第４版） 

この冊子は、令和６年能登半島地震の影響で相模原市に 

避難してきた方への支援制度をまとめたものです。 



目 次 
※灰色網掛けは終了した支援となります。 

№ 支援名称 概要 対象者 ページ 

１ 市営住宅の一時提供 
本市への避難を検討している
方へ市営住宅を一時提供 

罹災証明書等を有する方 P.1 

２ 
被服、寝具その他生活
必需品の支給 

住家の罹災状況及び世帯人数によ
り定める額の範囲内で、対象品目
のうち希望する生活必需品を支給 

罹災証明書等を有する方 P.2 

３ 
家具・家電等のサブス
クリプションサービ
スの割引 

事業者が提供する家具・家電等
のサブスクリプションサービ
スの利用料の割引 

本市市営住宅へ一時入居
した方 

P.4 

４ 
ブックオフコーポレ
ーション（株）による
生活支援 

生活用品等の無償提供 
本市市営住宅へ一時入居
した方 

P.5 

５ 
リユース家具等の提
供 

リユース家具やフードドライ
ブ用食材の無償提供 

罹災証明書等を有する方 P.6 

６ 下水道使用料の減免 
下水道使用料の基本額相当額
を避難先に入居した日から原
則６か月以内の期間で減免 

罹災証明書等を有する方 P.8 

７ 
簡易水道使用料の減
免 

簡易水道使用料の基本料金相
当額を避難先に入居した日か
ら原則６か月以内の期間免除 

罹災証明書を有する方 P.9 

８ 
後期高齢者医療保険
の一部負担金等免除 

後期高齢者医療一部負担金の
免除 

後期高齢者医療広域連合
の被保険者で罹災証明書
等を有する方 

P.10 

９ 
後期高齢者医療保険
料の減免 

住宅等の財産に一定の損害を受け
た方や主たる生計維持者の所得が
減少した方の保険料の免除 

後期高齢者医療広域連合
の被保険者で罹災証明書
等を有する方 

P.11 

10 
厚生年金保険料等の
口座振替の停止等 

厚生年金保険料等の口座振替
の停止及び納付の猶予 

厚生年金保険料等を納付
されている事業主、船舶
所有者 

P.12 

11 
国民年金保険料につ
いて 

国民年金保険料の免除及び口
座振替の停止 

住家等の被害を受けた罹
災証明書等を有する方 

P.13 

12 
市税に関する納期・申
告等の期限の延長 

令和６年１月１日以後の市税
に関する納期限・申告期限等の
延長 

富山県及び石川県に在住
する本市納税者 

P.15 

13 介護保険料の減免 介護保険料の減免 
相模原市介護保険加入者
で罹災証明書等を有する
方 

P.16 



№ 支援名称 概要 対象者 ページ 

14 
介護保険利用料減免
について 

介護サービスの利用者負担額
の減免 

介護サービスを利用する
罹災証明書等を有する方 

P.17 

15 
新型コロナウイルス
ワクチンの接種 

相模原市内医療機関での新型
コロナウイルスワクチンの接
種 

接種を希望する方 P.18 

16 
特別児童扶養手当・特
別障害者手当・障害児
福祉手当の特例措置 

特別児童扶養手当・特別障害者
手当・障害児福祉手当の所得制
限の特例措置 

住家等の被害を受けた罹
災証明書等を有する方 
 

P.19 

17 
生活困窮者自立支援
制度 

就職、住居、家計管理、子ども
の学習などに関する経済的な
相談・支援 

様々な事情により経済的
にお困りの方 

P.20 

18 生活保護制度 
様々な事情で生活に困窮した
場合に、その困窮の程度に応じ
た必要な保護・自立支援 

収入が最低限度の生活費
に満たない方 

P.22 

19 保育所等の利用 
未就学児の保育所等への一時
的な受け入れ 

罹災証明書を有する方 P.23 

20 
母子保健サービスの
提供 

妊婦、乳幼児の健康診査に係る
補助券の交付、母子保健相談等 

健康診査、保健相談等を
希望する方 

P.24 

21 
小・中学校及び義務教
育学校への受け入れ 

児童生徒の相模原市立小・中学
校及び義務教育学校への受け
入れ 

本市に避難している児童
生徒 

P.25 

22 
小・中学校等の就学奨
励金 

小・中学校等への就学に係る学
用品費や給食費などの援助 

本市に避難している罹災
証明書等を有する児童生
徒及び保護者 

P.26 

23 
高校生等に係る給付
型奨学金 

高等学校への就学に係る費用
の援助 

本市に避難している罹災
証明書等を有する高校生
等 

P.27 

24 学用品の給与 
小・中学校等への就学に係る教
科書・文房具・通学用品等の支
給 

本市に避難している児童
生徒 

P.28 

25 
法的トラブル解決の
ための総合相談所（法
テラス） 

法的トラブルの解決に役立つ
法制度や適切な窓口の案内 

相談を希望する方 P.29 

26 市民相談 
日常生活上の悩みごと、心配ご
となどの相談 

相談を希望する方 P.30 

27 消費生活相談 
商品やサービスの契約トラブ
ルや製品事故等、消費生活に関
する相談 

相談を希望する方 P.31 
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28 
こころの健康相談（電
話相談又は来庁相談） 

不眠や不安等こころの健康に
関する悩みや困りごとの相談 

相談を希望する方 P.32 

29 年金に関する相談 
保険料納付、手続きに関する相
談 

相談を希望する方 P.33 

30 成人健康相談 健康に関する相談 相談を希望する方 P.34 

31 ヤングテレホン相談 
青少年が抱えている悩みや心
配ごとの相談 

相談を希望する方 P.35 

32 
基礎年金番号通知書
の再交付 

基礎年金番号通知書を紛失・破
（汚）損してしまった場合の再
交付 

基礎年金番号通知書・年
金手帳を紛失、又はき損
してしまった方 

P.36 

33 年金証書の再交付 
年金証書を紛失等、又はき損し
てしまった場合の再交付 

年金証書を紛失等、又は
き損してしまった方 

P.37 

34 
防火・防災管理者資格
取得証明書発行手数
料の減免 

防火・防災管理者講習修了証を紛失
等、又はき損してしまった場合の
資格取得証明書発行手数料の減免 

防火・防災管理者講習修
了証を亡失された方 

P.38 
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■ 支援の内容 

 ・令和６年能登半島地震により、本市への避難を検討している方へ、市営住宅を一

時提供します。 

 ・期間は原則６カ月です。 

 

■ 対象者となる方 

 ・令和６年能登半島地震により住宅が全壊するなど、居住継続が困難になった方。 

 

■ 入居の条件 

（１）家賃、敷金、駐車場使用料、退去時の修繕は免除します。 

（２）光熱費（電気・ガス・水道等）、共益費（共用部分の電気代等）は自己負担

とします。 

（３）入居期間中は、団地住民の自治会活動にご協力いただきます。 

（３）建物等の財産を損壊した場合は、これを原状回復し又相当の賠償の責務を

負うものとします。 

（４）既存の生活用品及び家電製品以外は入居者負担とし、退去時にすべて撤去

してください。 

（４）ペット（犬・猫・鳥等）の飼育はできません。 

（５）住宅を他の者に転貸し、入居の権利を他人に譲渡することはできません。ま

た、住宅以外の用途には使用できません。 

（６）原則、爆発性、引火性を有する物品、その他危険物を団地内に搬入してはい

けません。また石油ストーブ、石油ファンヒーターは結露の原因となるため、極力

使用しないでください。 

 

■ 提出書類  

 ・市営住宅一時使用許可申込書 

 ・誓約書 

 ・本人確認書類 

 ・罹災証明書の写し 

 ・その他申請に必要な書類 

 

■ 担当窓口 

住宅課 市営住宅班 電話：０４２－７６９－８２５６ 

 

１ 市営住宅の一時提供 

令和６年９月３０日に終了しました。 
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■ 支援の内容 

相模原市に避難されてきた皆様への支援として、被服、寝具その他生活必需品

の支給を行います。 

 

■ 対象者 

 住家の全壊・全焼・流失・半壊・半焼・床上浸水等により、生活上必要な被

服、寝具その他生活必需品を、喪失・損傷等により使用することができず、直ち

に日常生活を営むことが困難な方。 

 

■ 対象品目 

被服 下着、靴下、長袖、ズボン 

寝具 掛け布団、敷布団、枕、寝間着 

衛生用品 

バスタオル、フェイスタオル、シャンプー、リンス、石けん、

歯磨きセット、髭剃りセット、生理用品、トイレットペーパ

ー、ティッシュペーパー、紙おむつ 

台所用品 

やかん、両手鍋、片手鍋、フライパン、包丁、まな板、茶碗、

小皿、お椀、コップ、箸、台所用洗剤、台所用スポンジ、ゴミ

袋、炊飯器、ガスコンロ 

掃除・洗濯 

用品 
洗濯用洗剤、ほうき、ちりとり、雑巾、バケツ、ゴミ箱 

※ブランド、デザイン、色等は選べません。 

  

２ 被服、寝具その他生活必需品の支給 

令和７年１月３１日に終了しました。 
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■ 費用限度額 

住家の罹災状況及び世帯人数により次に定める額の範囲内で、対象品目のうち

希望する生活必需品を現物で支給します。 

なお、本制度の活用は、金額に関わらず１世帯１回のみです。 

（１）夏季（４月から９月まで） 

  全壊・全焼・流失 半壊・半焼・床上浸水 

１人世帯 １９，２００円 ６，３００円 

２人世帯 ２４，６００円 ８，４００円 

３人世帯 ３６，５００円 １２，６００円 

４人世帯 ４３，６００円 １５，４００円 

５人世帯 ５５，２００円 １９，４００円 

６人世帯 

以上 

５５，２００円に５人を超える

世帯員１人につき８，０００円

を加算した額 

１９，４００円に５人を超える

世帯員１人につき２，７００円

を加算した額 

 

（２）冬季（１０月から３月まで） 

  全壊・全焼・流失 半壊・半焼・床上浸水 

１人世帯 ３１，８００円 １０，１００円 

２人世帯 ４１，１００円 １３，２００円 

３人世帯 ５７，２００円 １８，８００円 

４人世帯 ６６，９００円 ２２，３００円 

５人世帯 ８４，３００円 ２８，１００円 

６人世帯 

以上 

８４，３００円に５人を超え

る世帯員１人につき１１，６

００円を加算した額 

２８，１００円に５人を超え

る世帯員１人につき３，７０

０円を加算した額 

 

■ 提出書類  

・申請書 

・本人確認できるもの（運転免許証、保険証等） 

・罹災証明書（コピー可、後日提出可） 

 

■ 担当窓口 

令和６年３月まで 

産業支援課 企業・経営支援班 電話：０４２－７６９－８２３７ 

令和６年４月から 

産業支援・雇用対策課 電話：０４２－７６９－９２５５ 
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■ 支援の内容 

 本市市営住宅へ一時入居する方を対象に、SDGs パートナーである㈱クラスが、 

家具・家電等のサブスクリプションサービスの利用料を 20％割引する。 

 

■ 対象者となる方 

  本市市営住宅へ一時入居する方 

  

■ 提出書類  

  不要 

  

■ 担当窓口 

みんなのＳＤＧｓ推進課 電話：０４２－７６９－９２２４ 

 

  

３ 家具・家電等のサブスクリプションサービスの割引 

令和６年９月３０日に終了しました。 
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４ ブックオフコーポレーション（株）による生活支援 

 

■ 支援の内容 

・令和６年能登半島地震で被災し、本市市営住宅に一時入居した世帯の方へ、ブッ

クオフコーポレーション株式会社店舗において販売する生活用品等を、本人の希望

に応じて無償提供するもの。 

 

■ 対象者となる方 

 ・令和６年能登半島地震で被災し、本市市営住宅に一時入居した方 

  

■ 無償提供対象品 

 ・本や洋服、炊飯器などの生活家電品のほか、生活に必要な商品で、かつブックオ

フコーポレーション株式会社が無償提供を承諾した物品。 

・原則として高額娯楽品等は除く。 

 

■ 提供方法 

・指定されたブックオフコーポレーション株式会社店舗において、市職員が同行

し、市営住宅一時入居者（代理人を含む。）が生活用品等を選択し無償提供を受け

るもの。 

  

■ 担当窓口 

住宅課 市営住宅班 電話：０４２－７６９－８２５６ 

  

令和６年９月３０日に終了しました。 
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５ リユース家具等の提供 

 

■ 支援の内容 
（１）リユース家具の提供 

リサイクルスクエアで保有しているリユース家具の在庫品のうち、ダイニング

テーブルやタンスなど日常生活に密着した家具を無償で提供する。 

ただし、リユース家具の譲渡会に向けた展示品は除く。 

（２）フードドライブ用食材の提供及びフィードバンク団体への働きかけ 

   食品ロス削減を目標として、市として常時受入を行っている、フードドライブ

用食材を無償で提供する。 

   また、市と「食品の提供に関する合意書」を締結しているフードバンク団体に

対して、広域避難者への食材等の提供（搬入）について働きかける。 

 

■ 対象者となる方 

（１）令和６年能登半島地震により居住する家屋が被災し、罹災証明書（申請者が居

住する住家に限ります。）または被災証明書の交付を受けた方 

（２）広域避難により、相模原市内に居住する方 

 ※（１）（２）の両方に該当する方 

  

■ 期間 

 令和６年１月３１日から令和６年３月３１日まで 

 ただし、必要に応じ期間延長を検討する。  

 

■ 申込・提供方法 

（１）リユース家具等 

ア 資源循環推進課に、広域避難者より電話いただき、提供場所への来館日や希

望する家具の種類等を確認し、あらかじめ、希望する家具の譲渡の可否を判断

する。 

イ 広域避難者にリサイクルスクエアに来館、申込書に氏名、罹災地住所、連絡

先、希望家具など必要事項を記入していたたく。 

ウ 「罹災証明書」、「罹災届出証明書」の提示（提出不要）を求める。 

 ※広域避難者と特定可能な書類等でも可とする。 

エ 提供家具を選定する。搬出等については応相談 

（注）リユース家具の在庫状況によっては休止する場合あり。 

（２）フードドライブ用食材の提供等 

ア 資源循環推進課に、広域避難者より電話いただき、フードドライブ用食材の

在庫状況を確認する。あらかじめ、提供の可否を判断する。 

令和６年９月３０日に終了しました。 
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イ 指定の日に資源循環推進課で受取る際に、「罹災証明書」、「罹災届出証明書」

の提示（提出不要）を求める。 

 ※広域避難者と特定可能な書類等でも可とする。 

ウ 希望の食材が無い、もしくは不足する場合は、フードバンク団体の連絡先を

案内する。 

 

■ 担当窓口 

資源循環推進課 ４Ｒ啓発班 電話：０４２－７６９－８３３４ 
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６ 下水道使用料の減免 

 

■ 支援の内容 

下水道使用料※の基本額相当額 1,509 円（２か月当たり、消費税相当額を含む。) 

を避難先に入居した日から原則６か月以内の期間において減免します。 

※公共下水道使用料、市設置高度処理型浄化槽使用料、農業集落排水処理施設使

用料を対象とします。 

 

■ 対象者となる方 

 令和６年能登半島地震により罹災証明書等が交付された被災者で、次のいずれか

に該当し下水道を使用している方 

（1）本市の市営住宅等に避難している方 

（2）被災した親族等を受け入れている世帯 

  

■ 提出書類 

 （1）下水道使用料減免申請書 

 （2）罹災証明書又は被災証明書 ただし、市営住宅の一次提供を受ける場合は不要 

※ 申請時に取得が困難な場合は、被災時の住所を証明するもの及び誓約書(当

該証明書を後日提出することを誓約するもの)を提出してください。 

 

■ 担当窓口 

下水道料金課 料金班 電話：０４２－７６９－８３７６ 

 

 

 

 

 

【参考】県営水道の減免について 

・県営水道の減免に関する申請窓口は神奈川県が所管する最寄りの水道営業所とな

りますが、まずは次の連絡先までお問い合わせください。ただし、県営水道の減

免は、「■対象者となる方」(2)の被災した親族等受入世帯は対象ではありません

のでご注意ください。 

（県営水道の減免について） 

神奈川県営水道お客さまコールセンター 電話０５７０-００５９５９ 

 

令和６年９月３０日に終了しました。 
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７ 簡易水道使用料の減免 

 

■ 支援の内容 

簡易水道使用料の基本料金相当額を入居された日から原則６か月以内の期間で

免除 

 

■ 対象者となる方 

市営簡易水道の給水区域（青根地区、名倉・牧野の一部）の市営住宅等に避難し

ている方や被災した親族等を受け入れている世帯 

  

■ 提出書類  

 ○罹災証明書（写し） 

○簡易水道使用料減免申請書 

  

■ 担当窓口 

津久井土木事務所 簡易水道班 電話：０４２－７８０－８２１０ 

 受付時間：８：３０～１２：００、１３：００～１７:１５ 

      （休祝日及び１２／２９～１／３を除く月～金曜日） 

 

 

 

 

   

令和６年９月３０日に終了しました。 
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８ 後期高齢者医療保険の一部負担金等免除 

  

 令和６年能登半島地震の被災者の方は保険証や現金がなくても医療機関等を受診

できます。 

■ 支援の内容 

後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、令和６年能登半島地震に伴う災害

に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者に対し、住宅等の財産に一定の損

害を受けた場合や主たる生計維持者の所得が減少した場合に後期高齢者医療の一

部負担金を免除するもの。 

※入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額の取扱いについては、

現行どおりとし、被保険者負担となる。 

 

■ 対象者となる方 

 （１）及び（２）のいずれにも該当する方であること。 

（１）後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、令和６年能登半島地震に 

伴う災害に係る災害援助法の適用市町村に住所を有する方 

（２）次のいずれかの申し立てをした方であること。 

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨 

② 主たる生計維持者が死亡した又は重篤な傷病を負った旨 

③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合 

④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨 

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨 

  

■ 提出書類  

 ・令和６年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請書 

・証明書類（罹災証明書や被災証明書等、コピー可） 

・令和６年能登半島地震に伴う後期高齢者医療一部負担金等免除申請に係る 

申立書（罹災証明書等の発行に日時を要しているなど、申請書を提出する 

際に証明書類の添付が困難な場合に提出） 

 

■ 取扱いの期間 

 令和６年９月末までの診療、調剤及び訪問看護（取扱いの期間は今後の状況によ

って延長する可能性がある。） 

  

■ 担当窓口 

国保年金課 後期高齢班 電話：０４２－７０７－８７８７ 

              （後期高齢者医療コールセンター） 

令和６年９月３０日に終了しました。 
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９ 後期高齢者医療保険料の減免 

 

 令和６年能登半島地震の被災された方は保険料の減免を受けることができます。 

■ 支援の内容 

後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、令和６年能登半島地震に伴う災害

に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する者に対し、住宅等の財産に一定の損

害を受けた場合や主たる生計維持者の所得が減少した場合に後期高齢者医療保険

料を免除するもの。 

災害による減免は、災害が発生した日の属する月以降６か月のうち、被保険者資

格を有していた月を対象として、その月に相当する月割保険料相当額を免除する。

この期間に被保険者資格を有しない月があるときは、６か月から当該月数を控除し

た分の月割保険料相当額を免除する。 

 

■ 対象者となる方 

 （１）及び（２）のいずれにも該当する方であること。 

（１）後期高齢者医療広域連合の被保険者であって、令和６年能登半島地震に 

伴う災害に係る災害援助法の適用市町村に住所を有する方 

（２）住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方 

  

■ 提出書類  

 ・後期高齢者医療保険料減免申請書 

 ・証明書類（罹災証明書、コピー可） 

  ※災害減免の申請時には罹災証明書の添付が必要となりますが、転入前住所が災害

救助法の適用される地域であることにより被災状況が明らかであるときは、当面

の間、罹災証明書の添付を省略することができます。まずは電話でご相談くださ

い。 

 

■ 取扱いの期間 

 罹災日を含む月（１月）から６か月間となります。令和５年度は１月から３月ま

での３か月分、令和６年度（※）は４月から６月までの３か月分が減免対象となり

ます。 

 ※対象期間が年度をまたぐ災害減免については、自動継続されるため、令和６年

度分を新たに申請する必要はありません。 

  

■ 担当窓口 

国保年金課 後期高齢班 電話：０４２－７０７－８７８７ 

              （後期高齢者医療コールセンター） 

令和６年６月３０日に終了しました。 
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10 厚生年金保険料等の口座振替の停止等 

 

■ 厚生年金保険料等の口座振替について 

 保険料の口座振替を利用されている事業所や船舶所有者について、被災により保

険料納付が困難な場合は、口座振替の停止をすることができます。口座振替実施日

(毎月２０日頃送付される納入告知書をご覧ください)の５営業日前までに管轄の

年金事務所にご連絡いただくか、４営業日前から前日までは直接、振替先の金融機

関本支店に停止のご相談をお願いいたします。 

 ※口座振替を停止された場合、納付書が別途送付されます。 

 ※口座振替を停止する場合はその都度ご連絡が必要となりますので、ご注意くだ

さい。 

 

■ 厚生年金保険料等の納付が困難な場合について 

 災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、管轄の年金事務所に申請を

いただくことにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。 

 ※「納付の猶予」を受けた場合は、猶予期間内において滞納処分の執行を受けず、

延滞金の全部又は一部が免除されます。 

 

 〇災害による納付の猶予…災害のやんだ日から２か月以内に申請が必要 

  災害により財産に相当な損失を受けた場合、対象保険料の全額が納付期限から 1

年以内に限り「災害による納付の猶予」が認められることがあります。 

 

 〇通常の納付の猶予…猶予該当事実発生後速やかに申請が必要 

  災害による事業の悪化等により、一時に保険料を納付することが困難であると認

められる場合は、その納付困難な額を限度として１年以内に限り「通常の納付の

猶予」が認められることがあります。 

 

■ 対象となる方 

 厚生年金保険料等を納付されている事業主、船舶所有者 

  対象地域など、詳細はお問合せください。 

■ 問合せ先 

 日本年金機構 相模原年金事務所    

・所在地：〒２５２－０３８８ 相模原市南区相模大野６－６－６ 

 ・電話：０４２－７４５－８１０１ 

 ※受付時間：８：３０～１７:１５ 

       （土日祝日、１２／２９～１／３を除く月～金曜日） 

 時間延長：週始めの開所日 １７：１５～１９：００ 
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11 国民年金保険料について 

 

■ 国民年金保険料の免除 

 ⑴ 支援の内容 

災害等によって財産等に大きな被害を受けたことにより、保険料の納付が困難

になった場合は、申請に基づき保険料の納付が免除される制度があります。 

令和６年能登半島地震により被害を受けた国民年金第１号被保険者の保険料免

除の対象期間は、令和５年１１月分から令和７年６月分までです。 

ただし、申請できる期間は、申請した日からさかのぼって２年 1 か月前までの

期間です。 

  

 ⑵ 対象となる方 

被保険者・配偶者等の所有する住宅、家財その他の財産のうち、被害金額がお

おむね２分の１以上の損害を受けられた方 

 

 ⑶ 必要なもの 

① 本人確認書類 

② 基礎年金番号通知書または年金手帳等（基礎年金番号がわかるもの） 

③ 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 

④ 「罹災証明書」または「被害農林漁業者等と認定された認定書の写し」 

⑤ 罹災証明のみで被害の判断ができない場合 

  ・国民年金保険料免除・納付猶予申請の特例承認に係る被災状況届 

⑥ 保険金・損害賠償金等が支給される場合 

  ・保険金・損害賠償金額等を確認できる証明書の写し 

※ ③及び⑤の書類は各窓口にご用意してあります。 

※ ご本人以外の方が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です。 

 

 ⑷ 受付窓口 

   国保年金課 

   緑・南区役所区民課 

   各まちづくりセンター（橋本・中央６地区・大野南を除く。） 

   各出張所 

 

■ 保険料の口座振替の停止手続き 

 ⑴ 支援の内容 

国民年金保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納

付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。 
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 ⑵ 問合せ先 

   日本年金機構 相模原年金事務所 

   ・所在地 〒２５２－０３８８ 相模原市南区相模大野６－６－６ 

   ・電話   ０４２－７４５－８１０１ 

   ※受付時間 ８：３０～１７：１５（土日祝日、年末年始を除く。） 

    時間延長 週初めの開所日 １７：１５～１９：００ 
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12 市税に関する納期・申告等の期限の延長 

 

■ 支援の内容 

 次に掲げる指定地域に住所を有する個人、主たる事務所・事業所を有する法人の

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）、

又は納付若しくは納入に係る期限のうち、令和６年１月１日から同年７月３０日ま

でに期限が到来するものについて、同年７月３１日までとします。 

都道府県 地域 

富山県 富山県 

石川県 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々

市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水

町、鹿島郡中能登町 

 

次に掲げる指定地域に住所を有する個人、主たる事務所・事業所を有する法人の

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）、

又は納付若しくは納入に係る期限のうち、令和６年１月１日から令和７年１月３０

日までに期限が到来するものについて、令和７年１月３１日までとします。 

都道府県 地域 

石川県 七尾市、羽咋郡志賀町 

 

次に掲げる指定地域に住所を有する個人、主たる事務所・事業所を有する法人の

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出（審査請求に関するものを除く。）、

又は納付若しくは納入に係る期限のうち、令和６年１月１日から令和７年１０月 

３０日までに期限が到来するものについて、令和７年１０月３１日までとします。 

都道府県 地域 

石川県 輪島市、珠洲市、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町 

 

■ 対象者となる方 

  令和６年１月１日現在、富山県及び石川県に在住する相模原市の納税者 

  

■ 提出書類  

  なし 

  

■ 担当窓口 

税制・債権対策課 税制班 電話：０４２－７６９－８２２０   

令和７年１０月３１日に終了しました。 
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13 介護保険料の減免 

 

■ 支援の内容 

  相模原市介護保険加入者で、以下に該当する方を対象に減免される場合がありま

す。 

 

■ 対象者となる方 

  ①住宅等に著しい損害を受けた場合 

※ ただし、主たる生計維持者の前年の合計所得金 額が１,０００万円を超える

場合は、対象外です。 

②主たる生計維持者の死亡、障害により収入が著しく減少した場合 

③主たる生計維持者の失業（倒産、解雇、雇い止め）により収入が著しく減少 

した場合 

 

■ 提出書類  

・介護保険料減免申請書 

※申請者１人につき１枚必要です。 

 

・要件を確認できる書類（写し可） 

①の場合 罹災証明など被災の状況を明らかにする書類 

②の場合 死亡診断書、病気診断書、障害の程度が分かる書類、離職証明 

書、解雇通知書、休業・廃業に関する届出書、収入の減少を明 

らかにする書類等 

③の場合 収入減少の原因がわかるもの（離職証明書、解雇通知書、休業 

・廃業に関する届出書など） 、世帯全員の令和５年の収入と 

令和６年の収入見込が分かる書類、保険金及び損害賠償等によ 

り補填される金額を確認できるもの 

 

■ 申請窓口 

介護保険課（※郵送申請も可） 

  

■ 担当窓口 

介護保険課 保険料班 電話：０４２－７６９－８３２１ 

   

令和６年１２月３１日に終了しました。 
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14 介護保険利用料減免について 

 

■ 支援の内容 

相模原市の要介護・要支援被保険者（以下「要介護被保険者等」という。）またはその

属する世帯の生計を主として維持する者（以下「主たる生計維持者」という。）が、以下の

要件いずれかに該当する場合において、６か月を限度として利用者負担額が減免さ

れる場合があります。 

  損害の程度や要介護被保険者等が属する世帯の最低生活費に対する平均月収の

割合に応じて、０～５％の負担割合でサービスを利用できます。 

 

■ 対象となる要件 

 ①災害により要介護被保険者等が居住する住宅等に著しい損害を受けた場合 

※ ただし、要介護被保険者等または主たる生計維持者の前年の合計所得金 額

が１,０００万円を超える場合は、対象外です。 

 

②主たる生計維持者の死亡や失業、事業の休廃止などによって要介護被保険者等が

属する世帯の平均月収額が前年と比べて３０％以上減少した場合 

  

■ 提出書類  

・介護保険利用者負担額減額・免除申請書 

※ 申請者１人につき１枚必要です。 

 

・要件を確認できる書類（写し可） 

▶①の場合：罹災証明書など被災の状況を明らかにする書類 

▶②の場合：死亡診断書、病気診断書、障害の程度が分かる書類、 

離職証明書、解雇通知書、休業・廃業に関する届出書、収入の 

減少を明らかにする書類等 

※ 必要に応じて世帯員の収入を確認できる書類が必要となりま

す。 

 

■ 申請窓口 

介護保険課（※ 郵送申請も可） 

 

■ 担当窓口 

介護保険課 総務・給付班 電話：０４２－７０７－７０５８ 

 

 

令和６年１２月３１日に終了しました。 
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■ 支援の内容 

 本市へ避難された方で接種を希望する場合、市内医療機関で接種可能 

 ※接種期間は３月３１日（日）まで 

 ※クーポン券（接種券）がない場合は本市で発行 

 

■ 対象者となる方 

 石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等により、相模原市に

一時的に避難されている方のうち、次のいずれかに該当する方 

 

 ・初回接種を希望する生後６カ月以上の方 

 ・初回接種が完了し、前回接種から３か月が経過した生後６か月以上の方 

  ※初回接種：５歳以上の方は１・２回目接種、生後６か月～４歳の方は１～３回

目接種 

  ※現在実施しているオミクロン株 XBB１．５対応ワクチンの接種は、追加接種の

場合、令和５年９月２０日～令和６年３月３１日の間に 1人１回のみ接種可能

です。 

 

■ 接種に必要な書類  

  住民登録地で発行されたクーポン券（接種券） 

  ※お持ちでない場合は、個別に事情を伺い対応いたしますので、ご相談ください。 

  

■ 申請期限 

 ・クーポン券（接種券）をお持ちの場合…令和６年３月２９日（金）午後５時 

 ・クーポン券（接種券）をお持ちでない場合…令和６年３月２９日（金）正午 

 

■ 担当窓口 

コロナウイルス対策課 電話：０４２－７６９－７２００ 

 

 

 

 

15 新型コロナウイルスワクチンの接種 

令和６年３月２９日に終了しました。 
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16 特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当の特例措置  

 

■ 制度の概要 

被災者に対する特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について、

所得制限の特例措置を講じます。また、届出に必要な書類の提出を猶予できる場合

があります。 

 

■ 対象となる方 

 自己または所得税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の所有住宅や家財等の財

産について、その価格のおおむね２分の１以上の損害を受けられた方 

 

■ 適用条件等 

 被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。 

 被災した年の所得が所得限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。 

 所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。 

   

■ 必要書類 

  被災状況届 

  罹災証明書 

 

■ その他 

  各種届出に際し必要な書類の提出を猶予できる場合があります。 

 

■ 担当窓口 

特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当 

 高齢・障害者支援課 障害認定・給付班 電話：０４２－７６９－８２７２ 
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17 生活困窮者自立支援制度 

 

 様々な事情により経済的にお困りの人の相談を受け、就職、住居、家計管理、子ど

もの学習など、一人ひとりの状況に合った支援を行います。 

 

■ 支援の内容 

１ 自立相談支援 

失業等で生活にお困りの人、生活が不安定な人などから支援員が相談を受け、

寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

【自立支援相談窓口】 

緑 区   シティ・プラザはしもと６階(市総合就職支援センター内)   

電話：０４２－７７４－１１３１  

※城山・津久井・相模湖・藤野総合事務所で出張相談を行っています。 

詳しくは緑区の窓口へお問い合わせください。 

中央区  あじさい会館５階 

電話：０４２－７６９－８２０６ 

 南 区   南保健福祉センター１階  

電話：０４２－７０１－７７１７ 

※受付時間 月～金曜日 午前９時～正午 午後１時～５時(祝日等除く) 

    ※お住まいの区の窓口にご相談ください。  

２ 住居確保給付金の支給 

離職などにより住居を失った人、又は失うおそれの高い人には、就職に向けた

活動などを条件として、一定期間、家賃相当額を支給します。(支給要件があり

ます。) 生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 

3 就労支援 

仕事を探している人には、就労に向けた支援を行います。 

4 家計改善支援 

    家計に関する課題の解消や、自ら家計を管理できるように支援を行います。 

5 一時生活支援 

住居がなく、所得が一定水準以下の人に対して、一定期間に宿泊場所や衣食の提

供等を行いながら、自立した生活に向けて、就労や家計相談など個々の課題解消

と居宅生活への支援を行います。 
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６ その他 

  これらの支援のほか、個々の状況に応じた支援を行います。  

 

■ 担当窓口 

  緑生活支援課   電話：０４２－７７５－８８０９ 

  中央生活支援課  電話：０４２－７０７－７０５６ 

  南生活支援課   電話: ０４２－７０１－７７２０ 
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18 生活保護制度 

 

生活保護は、憲法第 25 条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利を有する」に基づき、高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、

その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、自立を支援する制度です。 

 

■ 支援の内容 

世帯構成や年齢に応じた国の基準で計算された最低限度の生活費と収入を比較して、

収入が最低限度の生活費に満たない場合に生活保護が受給開始となり、最低限度の生

活費から収入を差引いた差額を保護費として支給します。 

 

■ 申請方法  

 生活保護制度の利用を希望される人は、お住まいの各区福祉事務所(緑生活支援

課・中央生活支援課・南生活支援課)にご相談ください。 

生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活困窮者自立支援制度、各種社会

保障施策等の活用についてもご案内いたします。  

■ 担当窓口 

・緑区(津久井・相模湖・藤野地区を除く)にお住まいの方の場合 

   緑福祉事務所(緑生活支援課)          電話：０４２－７７５－８８０９ 

・緑区(津久井・相模湖・藤野地区)にお住まいの方の場合 

緑福祉事務所(緑生活支援課保護第 3 班)  電話：０４２－７８０－１４０７ 

 

・中央区にお住まいの方の場合 

中央福祉事務所(中央生活支援課)    電話：０４２－７０７－７０５６ 

・南区にお住まいの方の場合 

南福祉事務所(南生活支援課)          電話:０４２－７０１－７７２０ 
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19 保育所等の利用 

 

■ 支援の内容 

令和６年能登半島地震により、本市へ一時的に避難している未就学児を対象に保

育所等への一時的な受け入れを実施します。保育料は全額免除します。 

 

■ 対象者となる方 

  本市へ一時的に避難している未就学児 

  

■ 提出書類 ※その他必要な書類等については、窓口にて配布します。 

  罹災証明書 

  

■ 担当窓口 

 利用希望保育所等を所管する子育て支援センター 

緑子育て支援センター  電話：０４２－７７５－８８１３ 

〃    （城山担当）  電話：０４２－７８３－８０６０ 

〃  （津久井担当） 電話：０４２－７８０－１４２０ 

〃  （相模湖担当）  電話：０４２－６８４－３７３７ 

〃  （藤野担当）  電話：０４２－６８７－５５１５ 

中央子育て支援センター  電話：０４２－７６９－９２６７ 

南子育て支援センター  電話：０４２－７０１－７７２３ 

 

   

令和６年３月３１日に終了しました。 
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20 母子保健サービスの提供 

 

■ 支援の内容 

・母子健康手帳の交付及び妊婦健康診査等 

避難元の自治体から交付された母子健康手帳や妊婦健康診査費用補助券等を持参

されていない方などから申出があった場合、相模原市の母子健康手帳、補助券等を交

付します。 

・乳幼児健康診査 

 保護者等から申出があった場合、相模原市乳幼児健康診査を無料で受診することが

できます。 

【集団健診】４か月児健診、１歳６か月児歯科健診、２歳６か月児歯科健診 

３歳６か月児健診 

【個別健診】８か月児健診、１歳児健診、１歳６か月児医科健診 

・母子保健相談 

妊娠・出産・子育てに関する不安や悩みなどの相談ができます。 

・産後ケア事業 

産婦から申出があった場合、産後ケア事業を利用することができます。 

※利用料の減免措置あり。 

 

■ 対象者となる方 

 石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等により、相模原市内

に避難された方。 

  

■ 受付・相談窓口 

 緑子育て支援センター  ０４２－７７５－８８２９ 

 中央子育て支援センター ０４２－７６９－８２２２ 

 南子育て支援センター  ０４２－７０１－７７１０ 

 

■ 受付・相談時間 

  午前８時３０分～午後５時１５分 月～金曜日（祝日除く） 

  

■ 事業担当課 

こども家庭課 保健事業班 電話：０４２－７６９－８３４５ 
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21 小・中学校及び義務教育学校への受け入れ 

 

■ 支援の内容 

被災された地域の児童生徒の就学機会を確保するため、相模原市に一時的に避難

されている方で住民票を異動しない場合も、相模原市立小・中学校及び義務教育学

校への円滑な受け入れを行います。 

 

■ 対象者となる方 

 石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等により、相模原市に

一時的に避難されている児童生徒。 

 

■ 手続の内容 

居住地に基づく就学願申立書を提出の上、就学を希望する学校の学校長との面談

が必要です。 

  

■ 提出書類  

 ・本人確認ができるもの 

  【例】・住民票の写し 

・健康保険証 等 

 ・居住地がわかるもの 

  【例】・居住地の賃貸借契約書等の写し 

・同居されている方が記入した同居証明書 等 

 

■ 担当窓口 

学務課 学務班 電話：０４２－７６９－８２８２ 
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22 小・中学校等の就学奨励金 

 

■ 支援の内容 

 令和６年能登半島地震により被災し、一時的に相模原市に避難されているお子さ

んの小・中学校等への就学にあたり経済的な理由でお困りの方に対して、学用品費

や給食費などを援助します。 

 

■ 対象者となる方 

  次の１～３すべてに該当する方で、（１）～（２）のいずれかに該当する方 

 １．令和６年能登半島地震により被災し、経済的に就学困難な状況となった児童生

徒の保護者であって、他の市区町村から就学援助を受けていない方 

 ２．市内に居住する児童生徒の方 

 ３．学校教育法第１条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校

（前期課程に限る。）に在学している児童生徒の保護者の方 

 

（１）罹災証明書（申請者が居住する住家に係る罹災証明書に限る。）又は被災証明書

の交付を受けた方 

（２）世帯構成員が被災による市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかの減免措

置を受けた方 

 

■ 提出書類（必須書類）  

 「就学奨励金交付申請書」 

 「令和６年能登半島地震被災児童生徒就学奨励金申出書」 

 ※上記２点の他にケースによって添付書類が必要な場合があります。 

 

■ 担当窓口 

学務課 就学支援班 電話：０４２－７６９－９２６２ 

 

 

 

 

   

令和７年７月３１日に終了しました。 
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23 高校生等に係る給付型奨学金 

 

■ 支援の内容 

 令和６年能登半島地震により被災し、一時的に相模原市に避難されている高校生

等の修学にあたり経済的な理由でお困りの方に対して、授業料以外の費用を支援し

ます。 

 

■ 対象者となる方 

  次の１～３すべてに該当する方で、（１）～（２）のいずれかに該当する方 

 １.令和６年能登半島地震により被災し、経済的に修学困難な状況となった方 

 ２.本市に居住する方 

 ３.相模原市奨学金条例第１条に規定する高等学校等へ在学し、若しくは修学を予

定している方 

 

（１）罹災証明書（申請者が居住する住家に係る罹災証明書に限る。）又は被災証明書

の交付を受けた方 

（２）世帯構成員が被災による市民税、個人事業税、固定資産税のいずれかの減免措

置を受けた方 

 

■ 提出書類  

①「相模原市奨学金給付申請書・同意書」または 

 「相模原市奨学金給付申請書・同意書（随時申請用）」 

②「在学証明書」（随時申請及び現況届提出時の場合） 

  ※学校の所在地が令和６年度能登半島地震により災害救助法を適用された市町

村で証明書の発行が困難な場合は不要 

③「令和６年能登半島地震被災高校生等奨学金申出書」 

④「住民票」（申請者又は申請者の保護者等の住民票の住所が本市以外の場合） 

 ※上記４点の他にケースによって添付書類が必要な場合があります。 

 

■ 奨学金の額 

  入学支度金：２０，０００円 

  修学資金 ：年額最大１００，０００円 

 

■ 担当窓口 

学務課 就学支援班 電話：０４２－７６９－９２６２ 

 

令和７年３月３１日に終了しました。 
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24 学用品の給与 

 

■ 支援の内容 

相模原市立小・中学校及び義務教育学校へ受け入れた児童生徒に対し、教科書・

文房具・通学用品等を支給する 

 

■ 対象者となる方 

相模原市に一時的に避難し、相模原市立小・中学校及び義務教育学校へ就学した

児童生徒 

 

■ 提出書類  

  教科書以外のものを申請する場合は罹災証明書が必要です 

  

■ 担当窓口 

学務課 学校経理班 電話：０４２－７６９－９２６３ 

 

   

令和６年４月３０日に終了しました。 
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25 法的トラブル解決のための総合相談所（法テラス） 

 

■ 支援の内容 

全国の日本司法支援センター（法テラス）地方事務所や全国統一窓口である法

テラス・サポートダイヤル等において、利用者から面談、電話等によって問い合

わせを受け付け、その内容に応じて、法的トラブルの解決に役立つ法制度や適切

な窓口を無料で案内しています。 

また、「収入が一定額以下」などの条件を満たす方には、弁護士費用の立替等に

係る民事法律扶助制度として弁護士等による無料法律相談や弁護士費用等の立替

え等の援助を行っています。 

詳しくは、お近くの法テラスへお問い合わせください。 

 

■ 問い合わせ先 

法テラス災害ダイヤル ０１２０-０７８３０９
お な や み レ ス キ ュ ー

 

法テラス・サポートダイヤル ０５７０－０７８３７４
お な や み な し

 

法テラスホームページ https://www.houterasu.or.jp/ 

法テラス各地方事務所 

https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html 

  （ＰＣ・スマートフォン） 

 

 

 

 

 

  

https://www.houterasu.or.jp/
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html
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26 市民相談 

 

■ 支援の内容 

  夫婦、家族など日常生活上の悩みごと、心配ごとなどについての相談をお受けし

ます。 

 

●来所もしくは電話で相談 

緑区役所市民相談室  電話０４２－７７５－１７７３ 月～金曜日 

中央区役所市民相談室 電話０４２－７６９－８２３０ 月～金曜日 

南区役所市民相談室  電話０４２－７４９－２１７１ 月～金曜日 

 

●来所で相談（1人４５分以内） 

城山まちづくりセンター  電話０４２－７８３－８１０３〈事前予約制〉 

第２・４水曜日 

  津久井まちづくりセンター 電話０４２－７８０－１４００〈事前予約制〉 

                              第１・３水曜日 

相模湖まちづくりセンター 電話０４２－６８４－３２１４〈事前予約制〉 

                            第１・３火曜日 

藤野まちづくりセンター  電話０４２－６８７－５５１４〈事前予約制〉 

                            第２・４火曜日 

   ※事前予約の受付は、２週間前から前日（開庁日の場合は前開庁日）の午後５

時まで。 

 

■ 相談時間 

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時まで。 

（ただし、中央区役所市民相談室は正午から午後 1時も相談可。） 

※年末年始（１２月２９日から１月３日）と祝日は実施しておりません。 

  

■ 担当課 

区政推進課 ０４２－７０４－８９１１ 

 

■ 担当窓口 

緑区政策課、中央区政策課、南区政策課 

津久井まちづくりセンター、城山まちづくりセンター、 

相模湖まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター 
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27 消費生活相談 

 

■ 支援の内容 

  消費生活センターでは、商品やサービスの契約トラブルや製品事故等、消費生活

に関する相談に対して、助言や情報提供を行っています。 

災害発生時には、災害に便乗した悪質商法が発生する恐れがあります。不審な電

話や訪問を受けたなど、困ったときや心配なときは、消費者ホットラインから、消

費生活センターへご相談ください。 

 

■ 災害に関連したトラブル事例 

  ○「火災保険を利用すれば、自己負担なしで台風で壊れた屋根や雨どいの修理がで

きる。保険の申請も代行する。」と業者が訪ねてきたので契約した。後日、不信

感を覚え解約を申し出たところ、高額な解約料を請求された。 

○業者と契約書を交わすことなく、自宅の修理をしてもらったところ、高額な修理

代金を請求された。 

  

■ アドバイス 

  ○契約している保険会社に、保険の適用対象となるか確認しましょう。 

○災害で住宅の修理が必要な場合でも、慌てずに複数の事業者から見積もりを取る

など、その場で決めず、慎重に判断しましょう。 

  ○事前に金額や作業内容を業者に確認しましょう。 

  

■ 担当窓口 

 ○「能登半島地震関連消費者ホットライン」（独立行政法人国民生活センター） 

  ０１２０－７９７－１８８ 

  ※相談対象は石川県、新潟県、富山県、福井県で被災された方です。 

   受付時間は午前１０時から午後４時まで（土日祝日を含む）です。 

  

 ○「消費者ホットライン」  

  （局番なし）１８８ 

 ※郵便番号の入力により、消費生活センターに繋がります。 

 ※通話料がかかります。 
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28 こころの健康相談（電話相談又は来庁相談） 

 

■ 相談内容 

 不眠や不安等こころの健康に関する悩みや困りごとについて、相談員が相談を

お受けしています。 

 

■ 問合せ先 

［月～金曜日（祝日・年末年始を除く）８時３０分～１２時、１３時～１７時］ 

課  名 電話番号 所在地 

緑高齢・障害者相談課 
０４２－７７５－８８

１１ 

緑区西橋本５－３－２１ 

緑区合同庁舎３階 

津久井高齢・障害者相

談課 

０４２－７８０－１４

１２ 

緑区中野６１３－２  

津久井保健センター１階 

中央高齢・障害者相談

課 

０４２－７６９－９８

０６ 

中央区富士見６－１－１ 

ウェルネスさがみはらA館1

階 

南高齢・障害者相談課 
０４２－７０１－７７

１５ 

南区相模大野６－２２－１  

南保健福祉センター３階 

 

◇電話相談 

 さまざまな不安や生きづらさを抱えている方の話を伺い、気持ちに寄り添う電話相

談です。 

名  称 電話番号 相談時間 

こころのホットライン ０４２－７６９－９８１９ 

毎日（年末年始を除く） 

１７時～２２時 

（受付は２１時３０分

まで） 
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29 年金に関する相談 

 

■ 内容 

令和６年能登半島地震により被害を受けられた方や事業主・船舶所有者について、

保険料納付、手続きに関する相談等を受け付けています。 

 

■ 受付時間 

  月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分（年末年始・祝日を除く。） 

  第２土曜日 午前９時３０分～午後４時 

  時間延長  週初めの開所日 午後５時１５分～午後７時 

 

■ 問合せ先  

  被災者専用フリーダイヤル ０１２０－８０８－６７８  
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30 成人健康相談 

 

石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等により、相模原市内に

避難された方の健康に関する相談をお受けしています。 

 

■ 支援の内容 

保健師が健康に関する相談に応じます。 

  また、ご相談の内容によっては、その他必要な相談事業等をご案内いたします。 

 

■ 対象となる方 

  石川県能登地方で発生した地震及び地震の影響による津波等により、相模原市

内に避難された方。 

 

◇ 電話相談    

健康に関する電話相談です。 

 

■ 相談窓口 

・緑保健センター  電話：０４２－７７５－８８１６ 

・中央保健センター 電話：０４２－７６９－８２３３ 

・南保健センター  電話：０４２－７０１－７７０８ 

 

■ 受付時間 

午前８時３０分～午後５時  月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 
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31 ヤングテレホン相談 

 

■ 支援の内容 

青少年が抱えている悩みや心配ごとについて、青少年本人またはその保護者から、

電話・Eメールでご相談を受け付けております。 

 

■ 相談窓口 

◇電話相談 

 ・０４２－７５５－２５５２ 

 ・月～金曜日 １５：３０～２１：００ 

  土曜日   １３：００～１７：００ 

 （※年末年始、祝祭日を除く） 

 （※最終受付：終了１５分前） 

◇Eメール相談 

 ・yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp 

 （※２４時間受付。返信には数日を要する。） 

 

■ 対象者となる方 

 本市に在住、在勤、在学する１９歳以下の人とその保護者（本市への一時避難に

よる在住、在勤、在学を含む） 

   

■ 担当窓口 

教育相談課 電話：０４２－７０７－７５３７ 

（電話相談の番号は、上記「■相談窓口」をご覧ください。） 

 

  

mailto:yantele@city.sagamihara.kanagawa.jp
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32 基礎年金番号通知書の再交付 

 

■ 対象となる方 

 基礎年金番号通知書・年金手帳を紛失、又はき損してしまった方 

 

■ 本人申請時に必要なもの（再交付申請の際） 

 ・破（汚）損の場合は、その基礎年金番号通知書または年金手帳 

・本人確認書類 

 

■ 再交付手数料 

 手数料はかかりません。 

 

■ 加入者別の担当窓口 

・国民年金第１号被保険者、任意加入被保険者の方 

国保年金課、各区役所区民課、各まちづくりセンター（橋本・中央６地区・大

野南を除く）、各出張所へ、免許証など本人の確認できるものをお持ちになり、基

礎年金番号通知書の再交付を申請してください。 

※通常、日本年金機構からの郵送のため１か月程度かかります。お急ぎの方は、

直接、相模原年金事務所で手続きされると、1週間程度で郵送されます。 

・厚生年金保険の被保険者の方 

勤務先を通じて管轄する年金事務所 

 ・国民年金第３号被保険者の方 

配偶者の勤務先を通じて管轄する年金事務所 

 ・共済組合のみ加入の方 

   お近くの年金事務所へご相談ください。 

 

■ 問合せ先 

日本年金機構 相模原年金事務所    

･所在地：〒２５２－０３８８ 相模原市南区相模大野６－６－６ 

･電話：０４２－７４５－８１０１ 

 ※受付時間： ８：３０～１７：１５（土日祝日、１２／２９～１／３を除く 

                   月～金曜日） 

時間延長：週始めの開所日 １７：１５～１９：００ 
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33 年金証書の再交付 

 

■ 対象となる方 

 年金証書を紛失等、又はき損してしまった方 

 

■ 本人申請時に必要なもの（再交付申請の際） 

・破（汚）損した場合は、その年金証書 

・本人確認書類 

 

■ 再交付手数料 

 手数料はかかりません。 

 

■ その他 

・罹災証明書は必要ありません。 

・手続は郵送でもできます。 

・共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。 

 

■ 問合せ先 

日本年金機構 相模原年金事務所    

･所在地：〒２５２－０３８８ 相模原市南区相模大野６－６－６ 

･電話：０４２－７４５－８１０１ 

 ※受付時間： ８：３０～１７：１５（土日祝日、１２／２９～１／３を除く 

      月～金曜日）時間延長：週始めの開所日 １７：１５～１９：００ 

   



38 
 

34 防火・防災管理者資格取得証明書発行手数料の減免  

 

■ 支援の内容 

 本市の消防局が発行した防火・防災管理者講習修了証を亡失された方に対し、資

格取得証明書発行手数料を減免します。 

 

■ 対象者となる方 

 本市の消防局で防火・防災管理者講習の修了証の交付を受けた方のうち、令和６

年能登半島地震により防火・防災管理者講習修了証を亡失された方 

  

■ 提出書類  

 防火・防災管理者資格取得証明申請書及び罹災証明書その他被災の確認ができる

公的書類 

  

■ 担当窓口 

予防課 電話：０４２－７５１－９１１７ 

 

 


